
「国土交通省 公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名： (１) 工事コストの低減 ４）工事実施段階での合理化・規制改革等 ⑰ 建設副産物対策 】

建設発生土の工事間利用を実施建設発生土の工事間利用を実施

工事名：徳島飛行場用地造成工事（その２）他３件
概 要：徳島飛行場の埋立及び路体盛土工事を行うにあたって、原計画では埋立を全て

購入土砂で行う計画でしたが、工程調整の結果、和歌山市発注の和佐配水池築
造工事他４件から発生する建設発生土を、埋立土砂の一部として使用しました。

効 果：
● 埋立土砂の一部として建設発生土を使用することにより、土砂購入費用が不用となっ
たため、揚土工事費が1,023百万円から336百万円に縮減。

（縮減額 687百万円 縮減率 約12%）
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